
議案第 ７ 号 

令和元年度貝塚市一般会計補正予算（第７号）の件 

令和元年度貝塚市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２３９，０６３千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３５，２２６，９４８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰越して使用することができる

経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

令和２年２月21日提出 

 

                                                貝塚市長 藤 原 龍 男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　歳　入 (単位   千円)

2. 地方譲与税 165,400 582 165,982

3. 森林環境譲与税 4,000 582 4,582

9. 地方特例交付金 101,000 111,000 212,000

2. 子ども・子育て支援臨時交付金 0 111,000 111,000

14. 国庫支出金 6,123,775 67,216 6,190,991

1. 国庫負担金 5,632,056 83,950 5,716,006

2. 国庫補助金 468,263 △16,734 451,529

15. 府支出金 2,784,458 41,975 2,826,433

1. 府負担金 2,051,768 41,975 2,093,743

17. 寄附金 1,330,438 3 1,330,441

1. 寄附金 1,330,438 3 1,330,441

18. 繰入金 1,994,483 △162,813 1,831,670

1. 基金繰入金 1,989,693 △162,813 1,826,880

21. 市債 2,336,454 181,100 2,517,554

1. 市債 2,336,454 181,100 2,517,554

34,987,885 239,063 35,226,948

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



　歳　出 (単位   千円)

2. 総務費 6,040,397 82,248 6,122,645

1. 総務管理費 5,286,362 106,248 5,392,610

2. 徴税費 321,907 △24,000 297,907

3. 民生費 15,955,828 89,602 16,045,430

1. 社会福祉費 6,181,886 3 6,181,889

2. 児童福祉費 6,665,143 89,599 6,754,742

6. 農林水産業費 280,833 4,582 285,415

2. 林業費 21,132 4,582 25,714

9. 消防費 1,063,569 △38,126 1,025,443

1. 消防費 1,063,569 △38,126 1,025,443

10. 教育費 2,429,620 100,757 2,530,377

3. 中学校費 395,354 114,757 510,111

4. 幼稚園費 277,842 △14,000 263,842

34,987,885 239,063 35,226,948

補 正 額 計款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 



2. 1.

個人番号カード利用環境整備事業 2,430

3. 2.

公立保育所認定こども園化改修事業 153,480

8. 5.

公共交通活性化再生総合事業 5,861

8. 5.

バリアフリー化整備推進事業（ＪＲ東貝塚駅） 54,346

9. 1.

高機能消防指令センター更新事業 32,927

10. 2.

小学校管理事業（臨時） 3,168

10. 3.

中学校トイレ改修事業 114,757

　　　　　　　　　　第  ２  表　　　　繰　　越　　明　　許　　費

款 項 事 業 名 金 額

（単位　千円）

民生費 児童福祉費

土木費 都市計画費

総務費 総務管理費

教育費 中学校費

土木費 都市計画費

消防費 消防費

教育費 小学校費



起債の 起債の

方  法 借入先 償還期限 据置期間 その他 方  法 借入先 償還期限 据置期間 償還方法 その他

千円 年以内 年以内      千円 年以内 年以内

184,100 証書借入 年6.5％以内 政　府 25 3 左記の条件の範囲  証券発行の場合 201,100 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左

又は （ただし、利率見 内において借入先  において発行価

証券発行 直し方式で借り入 その他 に融通条件がある  格が額面金額を

241,600 れる政府資金及び 20 3 場合その条件に従  下回るときは、 249,600 同左 同左

地方公共団体金融 うことができる。  それぞれの発行

機構資金について、 ただし、財政の都  価格差減額を埋

44,500 利率の見直しを行っ 15 3 合により償還期限  めるために必要 55,500 同左 同左

た後においては、 及び据置期間を短  な金額をそれぞ

当該見直し後の利 縮し又は繰上償還  れの限度額に加

344,500 率） 20 5 若しくは低利に借  算した金額を限 359,500 同左 同左

り換えることがで  度額とする。

きる。

32,800 20 3 34,800 同左 同左

21,500 25 3 97,300 同左 同左

49,100 25 5

18,900 10 0 22,100 同左 同左

起債合計 2,336,454 2,517,554

減 収 補 て ん 債

学 校 施 設
整 備 事 業

道 路 橋 梁 等
新 設 改 良 事 業

消 防 防 災 施 設
整 備 事 業

公 立 保 育 所
認定こども園化
改 修 事 業

 元利均等

 又は元金

 均等若し

し 尿 処 理 施 設
整 備 事 業

 くは満期

 一括償還

限度額 利  率
償還の方法

備   考
償還方法

市 民 文 化 会 館
施 設 整 備 事 業

 年賦又は

 半年賦・

公 共 施 設 等
除 却 債

第３表  地 方 債 補 正

起債の目的

補　　正　　前 補　　正　　後

限度額 利  率
償還の方法

備　　考
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